
新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための留意点（遊興施設等、遊技施設、屋内運動施設関係）

・施設の使用を再開する際には、施設での感染拡大予防対策を行うことが重要になります。

・特に遊興施設等、遊技施設、屋内運動施設については、これまでに国内で集団感染が発生した事例もあるこ

とから、感染拡大防止対策の徹底が大変重要になります。

・これらの施設の再開に当たっては、国において示された「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫（例）」

や「「新しい生活様式」の実践例」、各業界団体が策定した業種別ガイドライン（別添参照）のほか、下表の

感染拡大防止対策（例）などを参考にして、それぞれの業種や業態、施設の規模などを踏まえ、必要な対策

を講じるようお願いします。

・万一、施設において感染事例が発生した場合は、直ちに休業するとともに、保健所と相談のうえ、消毒等の

必要な対策を実施してください。

＜参考＞感染拡大防止対策（例）

区分 感染拡大防止対策 具体的な取組の例

３

密

対

策

密
閉
対
策

・換気設備の整備により、必要換気量を確保す

る。

・必要換気量：一人当たり３０㎥／時を目安（厚

生労働省労働基準局通知）として確保する。

・換気設備の整備が難しい場合、他の手段によ

り必要換気量を確保する。

・定期的に、窓を全開にする。（例 ３０分に１

回、５分程度、２方向の窓を全開）

密
集
対
策

・同時に多数の人が集まることを回避する。 ・入場者数を制限する（施設内が密にならない

ようにする）。

・時間帯ごとに予約制とする。

・一定時間（例２時間以内）での退店制とする。

・密集する機会を回避する。 ・入退店の動線を一方通行にする。

密
接
対
策

・社会的距離を確保する。 ・入退店時（行列含む）の間隔を確保する。（マ

スク着用の上、できるだけ２ｍを目安）

・座席の間隔を空ける。

・レジ等にアクリル板や透明ビニールカーテン

を設置する。

・入場者数を制限するなどして、一人当たり概

ね３㎡の専用面積を確保する。

・客同士（従業員同士、従業員と客）の過度の

接触を控える。

・大声での会話を控える。そのため、ＢＧＭや

機械等の効果音を最小限にする。

・歌を歌う場合は、周囲とある程度の距離を確

保する。

・飲食を提供する場合、お酌や回し飲み、大皿

での食事提供を控える。

そ

の

他

の

対

策

施
設
の
衛
生
対
策

・従業員と客の手洗いや手指消毒を実施する。 ・従業員：業務開始前やトイレの利用後などに

手洗いや手指消毒を徹底する。

・客：入口等に手指消毒液等を設置し、利用を

促す。

・トイレその他の共用スペースの衛生対策を徹

底する。

・共有タオルなどは使用しない。

・定期的に、消毒・清掃をする。

【消毒・清掃の際の注意点】

・消毒・清掃時は、マスク・手袋を着用

・鼻水や唾液等のついたゴミは、ゴミ袋

に入れて密閉

・消毒・清掃後に手洗い

・喫煙スペースの使用を制限する。（喫煙スペー

スがある場合）

・一度に使用する人数を制限する。

・定期的に、消毒・清掃をする。

・休憩スペースの衛生対策を徹底する。 ・一度に利用する人数を制限する。

・対面で食事や会話をすることを禁止する。

・定期的に換気をする。

・定期的に、消毒・清掃をする。

体
調
確
認

・従業員と客の体調を確認する。 ・従業員：業務開始前に検温と体調確認をし、

発熱や風邪症状、嘔吐・下痢等の症状がある

場合、軽度であっても、出勤を停止する。

・客：発熱や風邪症状、嘔吐・下痢等の症状が

ある場合、入店を控えるよう促す。


